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景観形成プロジェクトチーム報告書 
 

１ 景観形成ＰＴ設置目的 

  本県の県政運営の基本方針として平成２０年１２月に策定した「くまもと

の夢４カ年戦略」に、「美しく品格ある景観形成の推進」が掲げられており、

この取組みを進めるため、景観形成に関するプロジェクトチームを平成２１

年５月２８日に設置しました。 
 
２ 検討事項 

「美しく品格ある景観形成の推進」では、全県的な景観づくりに取り組ん

でいますが、この景観形成プロジェクトチームでは、特に本県の主要な玄関

口における景観づくりを進めるため、次の２点について重点的に検討するこ

ととしました。 
(1) 九州新幹線全線開業を間近に控え、新たな陸の玄関口となる新幹線沿線

について、おもてなしの心で景観形成を進めるため、沿線の景観の保全・

形成について検討。 
(2) 阿蘇くまもと空港周辺については、空の玄関口として重要な地域である

ことから、その景観向上について検討。 
 
３ 九州新幹線沿線の景観の保全・形成について 

九州新幹線については、平成２３年３月に新八代駅以北の開業を控えてい

ますが、今回は、博多駅から鹿児島中央駅間とも繋ぐ全線開業となることか

ら、新幹線を利用した観光客が増加することが予想されます。 
 この全線開業を機会に、「記憶に残る観光地くまもと」に繋げていくため、 
新幹線沿線の景観づくりに取り組んでいく必要があります。 
今回開業する県内の区間は、新玉名駅の田園地帯から熊本市、宇土市、宇

城市の市街地を経由し、広大な八代平野の田園地帯を通過して新八代駅に至

ります。 
特に、新玉名駅周辺や、宇城市から新八代駅にかけての田園地帯は、農業

県くまもとを代表する景観です。また、熊本市中心市街地を除く地域でも、

沿線から住宅とともに周辺の田園景観が眺望できます。 
このような緑豊かで潤いのある熊本らしい個性豊かな景観を保全していく

ことが、おもてなしの心で県外からの来訪者を迎えることとなり、熊本の魅

力をアピールできる機会となります。 
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このことが「記憶に残る観光地くまもと」の実現や、熊本への観光客の増

加にも繋がるものと期待されます。 
以上の主旨で、九州新幹線沿線の景観の保全・形成を図るため、次の２つ

の事項について検討しました。  
 (1) 九州新幹線沿線の屋外広告物規制 
(2) 九州新幹線沿線の田園景観の保全・形成 
 以下、上記２項目についての検討内容について記述します。 

 
(1) 九州新幹線沿線の屋外広告物規制の検討 

九州新幹線の全線開業に伴い、沿線への新幹線向けの屋外広告物の設置

が懸念されます。特に自家用広告物（事務所や店舗等の敷地に設置される

広告物）以外の、いわゆる一般広告物（事務所や店舗等の敷地外に設置さ

れる広告物）が多数設置されることが懸念されるところであり、沿線の良

好な景観を保全するためには、屋外広告物の規制を行う必要があると考え

ます。しかも一度設置されるとその撤去は容易ではないことから、九州新

幹線の全線開業前から規制を行う必要があります。 
① 新八代駅以南についての規制の状況と課題 

既に開業している新八代駅以南については、沿線について規制を実施

しており、その内容は次のとおりです。 
○都市計画区域の用途地域内の区間（ただし、商業地域、近隣商業地域、

工業地域、準工業地域を除く） 
  鉄道敷から２００ｍ以内 → 第３種禁止地域（※１） 
○都市計画区域の用途地域外の区間 
  鉄道敷から５００ｍ以内 → 第３種禁止地域 
○都市計画区域の商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域 
  第３種許可地域（※２） 
 

※１ 第３種禁止地域の規制内容 
    自家用広告物 表示面積総量 上限５０㎡ 
    一般広告物  設置不可 
※２ 第３種許可地域の規制内容 
    自家用広告物 表示面積総量 上限なし 
    一般広告物  表示面積総量 上限なし 
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    新八代駅以南の規制内容についてみると、商業地域、近隣商業地域、

工業地域、準工業地域（以下「商業地域等」という。）において、表示面

積の総量制限がないことから、自家用広告物や一般広告物について、沿

線に大きな屋上広告や壁面広告が設置されるおそれがあります。 
このうち、自家用広告物については、商業地域等が経済活動の活発な

地域であることから、規制の強化は、地域の経済活動への影響も懸念さ

れるため困難な面があります。しかし、一般広告物については、自家用

広告物と違い、この地域になければならない必然性がないことから、そ

の設置を抑制することが景観保全のために適当と考えられます。 
新八代駅以北の沿線で、この商業地域等は宇土市にありますが（熊本

市は中核市として同市が屋外広告物行政を独自に実施しているため県の

所管区域から除かれます。）、既に規制を実施している八代市、水俣市の

一部沿線にもこのような地域があることから、これらの地域も含めて、

検証する必要があります。 
 

② 今後の九州新幹線沿線の屋外広告物規制のあり方について 

新八代駅以北の規制案を検討するに当たって、九州新幹線沿線からの

見え方をコンピュータグラフィックス（ＣＧ）によるシミュレーション

で、検証することとしました。 
新八代駅以南の沿線の規制幅については、用途地域が鉄道敷から２０

０ｍ、用途地域外が５００ｍとなっていますが、ＣＧによる検証の結果、

新八代駅以北も新八代駅以南と同様に、規制幅は用途地域２００ｍ、用

途地域外５００ｍが妥当であると判断しました。 
次に、規制内容については、新八代駅以南の規制を基本としながら、

商業地域等における一般広告物の規制について検討しました。 
    商業地域等においては、一般広告物が上述のとおり総量制限なしで設

置できることから、今後、沿線への大きな屋上広告や壁面広告等が設置

されるおそれがあります。このため、地域の経済活動に配慮し、自家用

広告物については第３種許可地域と同等とし、一般広告物については設

置を規制する第４種禁止地域（仮称）の設定を検討しました。 
これは、商業地域等といえども一般広告物が乱立し、景観が阻害され

ることを防止しようとするものであり、将来を見据えて九州新幹線沿線

の屋外広告物の規制を行うには、必要なものと考えています。 
この規制案をまとめると次のようになります。 
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○都市計画区域の用途地域内の区間（商業地域等を除く） 
  鉄道敷から２００ｍ以内 → 第３種禁止地域 
○都市計画区域の用途地域外の区間 
  鉄道敷から５００ｍ以内 → 第３種禁止地域 
○都市計画区域の商業地域等の区間 
  鉄道敷から２００ｍ以内 → 第４種禁止地域（仮称）（※３） 

 
※３ 第４種禁止地域（仮称） 

自家用広告物：表示面積総量 上限なし 
         一般広告物 ：設置不可 
 

なお、現在の屋外広告物条例では、鉄道開業前に規制をかけることは

できません。そこで、九州新幹線全線開業前からその沿線に屋外広告物

設置の規制をかけることができるよう、屋外広告物条例の改正を検討し

ます。 

また、今回の規制により、許可を受けた屋外広告物で不適格となるも

のがありますが、屋外広告物条例では、新たに禁止地域の指定が行なわ

れた場合についての経過措置を規定しており、適法に設置されている既

存の屋外広告物で、鉄骨造りなど堅ろうな広告物は、指定の日から３年

間、堅ろうでない広告物は１年間となっております。九州新幹線沿線の

良好な景観の形成という観点から、経過措置期間内での改善を促進する

ため、元来適法であった屋外広告物で今回の規制により不適格となるも

のに限り、その改修や撤去等に係る費用に対し補助する制度の創設を検

討します。 
 

(2) 九州新幹線沿線の田園景観の保全・形成の検討 

 九州新幹線沿線に広がる田園景観は、農業県くまもとをイメージさせる

ものであり、広大な平野に広がるこの景観は本県の特色でもあります。 
 この良好な景観を保全・形成していくため、沿線の田園景観の現状と課

題を分析するとともに、田園景観の向上を図る施策について検討しました。 
① 田園景観の現状と課題（アンケート分析結果含む） 

地域振興局で九州新幹線沿線の田園景観の現地調査を行うとともに、

関係市町や関係団体等の意見を聴取するためにアンケートを実施しまし

た。 
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ア 地域振興局における調査結果 
        関係地域振興局で九州新幹線沿線の田園景観の現地調査を行った

結果は概ね次のとおりで、部分的には課題が見られるものの、全体

的には大きな課題は見当たりませんでした。 
   （玉名地域振興局） 

新玉名駅周辺に、稲作が行なわれているものの裏作が行なわれて

いない区域があり、一部耕作放棄地もみられます。裏作がないこと

は田園景観として問題ありませんが、「おもてなし」の視点からは、

冬・春の景観について検討が必要な状況にあります。 
   （宇城地域振興局） 

沿線の大部分が農業振興地域であり、優良農地が多く、耕作放棄

地も少ないため、豊かな田園景観が広がっております。 
まれに九州新幹線工事関連と思われる資材置場、廃ビニール・廃

車が置かれている箇所や休耕地が見受けられます。 
       （八代地域振興局） 

圃場整備が実施された優良農地が広がる地域で、全体として比較

的良好な田園景観を形成しております。 
ただし、新八代駅前に約０．８ｈａの耕作放棄地がありました。 

       （芦北地域振興局） 
耕作放棄地はなく、夏から秋にかけては稲作による統一的な景観

が見られます。 
冬から春にかけては休耕地となりますが、荒れた印象を与えるも

のではなく、特に問題は見られませんでした。 
 

イ 関係団体等に対するアンケート調査結果 
        九州新幹線の全線開業に向けて、熊本らしい田園景観を保全・形

成していくために取り組むべき課題や施策がないか検証することを

目的として、関係市町や関係団体、そして東京・大阪・福岡に在住

の本県出身者に対して意見を伺うためのアンケート調査（有効回

答：１１４）を行ったところ、次のような結果となりました。 
・田園景観に課題があるとの回答は５６件で、全体の約５０％で 
した。 
・課題の内容としては、耕作放棄地の存在が２７件、目立つ看板

等の広告物の存在及び不法投棄物の存在がそれぞれ１４件と上
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位を占め、県が認識している課題以外で新たな対応を要するも

のは浮かび上がってきませんでした。 
・課題の解決に必要な取組みの回答としては、耕作放棄地対策が

２８件、地域の美化活動が２１件、不法投棄の取締りが１０件、

屋外広告物の規制が７件ありました。 
・県外からの来訪者に熊本の田園景観をより魅力的だと感じても

らうための田園景観の望ましい姿については、春夏秋冬を感じ

ることのできる自然の広がりや、耕作放棄地がなく手入れが行

き届いた田園、四季折々の草花が植えられていることなどの意

見がありました。 
・また、そのための取組みとしては、地域ぐるみでの美化運動や

ボランティア活動の推進、耕作放棄地や休耕地の利用促進、レ

ンゲや菜の花の種の配布等の意見がありました。 
 
② 今後の九州新幹線沿線の田園景観の保全・形成のあり方について 

①で整理を行なった田園景観の課題を解決するため、景観形成県民

運動（通称：「美しく品格あるくまもとづくり県民運動（仮称）」）を展

開します。これは、県民の幅広い参加を得て、県下全域でこれまで以

上に美しい景観の形成を進めていくもので、これまで県下で行なわれ

てきた景観形成のための様々な取組みについて、さらに幅広い参加を

求めていきます。 
また、特に九州新幹線沿線の地域については、「新幹線沿線田園景観

形成プロジェクト」を新たに立ち上げ、おもてなしの視点に立った景

観のグレードアップに取り組みます。これは、熊本県を訪れる方々が

新幹線車窓から眺望する風景を意識して、沿線に広がる田園地帯にお

いて目を楽しませる作物等を利用されていない農地等で栽培する取組

みを推進するもので、休耕地の有効活用や耕作放棄地の解消にも繋が

ることを目指します。 
なお、現在、先行的に実施している取組みは、次のとおりです。 

   （玉名地域） 
車窓からの眺望ができる区間６箇所のうち、周辺の地勢や通過時間

等を考慮して、「新玉名駅周辺」で冬季に利用されていない農地に菜

の花を栽培する活動をモデル的に進めるとともに（新幹線新玉名駅周

辺景観整備「菜の花推進モデル事業」）、併せて「菊池川河川敷」（玉
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名市菜の花プロジェクト）、「新玉名駅東部」（地元農業者による稲作、

麦作）で、関係者と連携を図りながら景観形成の取組みを推進してい

ます。 
   （宇城地域） 

農閑期の牧草栽培に併せて「おもてなし運動」に賛同する地域住民

が、「農地・水・環境保全向上対策事業」を活用してレンゲ栽培に取

り組んでおり、牧草の緑とレンゲ色がコントラストをなす美しい景観

形成を進めています。 
（八代地域） 
長年の課題となっていた「新八代駅前（東側）の耕作放棄地」につ

いて、「八代よかとこ物産館」と連携し、耕作放棄地を解消し、菜の

花・ヒマワリなどの景観作物の栽培や、ジャガイモなどの栽培を通じ

て食育活動等を行なう「新八代駅前おもてなしプロジェクト」活動を

展開しています。 
 

４ 阿蘇くまもと空港周辺の景観の向上について 

 景観形成プロジェクトチームでは、本県の空の玄関口である阿蘇くまもと

空港周辺の景観向上についても検討しました。 
 この検討の前提として、阿蘇くまもと空港周辺の景観に係わる規制につい

て整理し、そのうえで、当地域の景観上の課題を抽出し、景観向上を図るた

め必要な取組みについて検討しました。 
(1) 阿蘇くまもと空港周辺の景観に係わる規制の現状 

  ① 景観条例の規制  

本県では、昭和６２年に景観条例を制定し、条例に基づき「県土の景

観形成に関する基本方針」を定め、次の２つを基本目標に掲げ、県民に

とって誇りと愛着の持てる県土の醸成に取り組んでいます。 
【基本目標】 
・「熊本らしい個性ある豊かな景観を守り育てる。」 
・「緑豊かな潤いのある快適な景観を創る。」 
同条例では、県土の景観形成上重要な地域を「景観形成地域」に指定

することとし、阿蘇くまもと空港周辺を「熊本空港周辺景観形成地域」

として、昭和６３年３月に県内第１号として指定し、現在まで景観づく

りに取り組んでおります。 
この地域の景観形成地域指定に際しての県土における景観上の位置づ
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けは、次のとおりです。 
○熊本の「顔」にあたる地域 

この地域にある阿蘇くまもと空港は、熊本市街あるいは阿蘇、天草

その他県内各地への空の玄関口となっており、観光客等熊本を訪れる

多くの方々の目に触れ、熊本を大きく印象づける地域である。 
 ○熊本のイメージを代表する景観要素を持っている地域 

この地域には、なだらかな地形の中に良好な畑地が広がり、背景と

なる阿蘇外輪の自然景観に溶け込み、雄大な熊本・阿蘇のイメージを

代表している地域である。 
   ○自然と調和した地域振興を図る必要がある地域 

テクノリサーチパークを含めて、環境との調和が図られた快適な環

境整備を図る必要がある地域である。 
 
そして、具体的には、ａ．田園景観の保全、ｂ．樹林の保全、ｃ．阿

蘇外輪への眺望を活かす景観形成、ｄ．高い視点場からの眺望を考慮し

た景観形成を基本的方向として、景観形成基準を定め、景観づくりに取

り組んでいます。 
 
② 屋外広告物の規制 

屋外広告物については、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、

又は公衆に対する危害を防止するために、表示に関して必要な規制を定

めています。 
具体的には、「地域による規制」と「物件による規制」（設置を禁止す

る物件等）の２つの面から規制を行っています。 
このうち、地域による規制については、禁止地域３段階、許可地域３

段階の計６段階に区分し、特に禁止地域については、次のような考え方

で一般広告物の設置を禁止するとともに、自家用広告物についても表示

面積の総量等を制限しています。 
○第１種禁止地域：自然景勝地で景観への配慮が特に要請される地域 

（国立公園特別地域や風致地区（緑地内の区域）等） 
○第２種禁止地域：景観への配慮が要請される地域 

（風致地区（緑地以外）や知事が指定する景観形成

地域等） 
○第３種禁止地域：景観への配慮が望ましい地域 

（第１種及び第２種低層住居専用地域や国立公園普

通地域等） 
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「熊本空港周辺景観形成地域」に関しては、上記のうち景観形成への

配慮が要請される地域として、昭和６３年に第２種禁止地域として指定

しています。 
また、第二空港線沿線についても「熊本市と益城町との境界」から「国

道４４３号との交点」（空港大橋の北側、大津町下町地内）までの「路端

から３００ｍ」の区域を同様に第２種禁止地域として指定し、次のよう

な規制を行っています。 
 
第２種禁止地域 
 ○自家用広告物：表示面積の合計 １事業所等につき１５㎡以内 

・露出したネオン管、赤色のネオン管：使用不可 
・その他のネオン管：光源の点滅不可 
・蛍光塗料：原則使用不可 
・地色：赤色、黄色の原則使用不可  

○一般広告物 ：設置不可 
※そのほか、広告物の種別により個別の基準（高さ、表示面積の上限

等）がある。 

 
上記①、②のような取組みにより、雄大な田園景観と阿蘇外輪が眺望

できる緑豊かな景観が現在まで保全されてきたと考えております。 
 
③ その他の景観形成に係わる規制 

    阿蘇くまもと空港周辺は、益城町、菊陽町、大津町、西原村に跨って

いますが、それぞれ次のような土地利用規制があり、無秩序な開発が抑

制されることにより、景観形成の役割も担っています。    
○都市計画法上の規制 
益城町及び菊陽町においては、無秩序な市街化を防止し、計画的な

市街化を図るため、都市計画法に基づき、市街化区域と市街化調整区

域が定められています。両町の空港周辺は市街化調整区域となってお

り、開発行為（主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の

区画形質の変更等）を行う場合には、その規模に拘わらず知事の許可

が必要であり、かつ、その目的、用途が法に定める立地基準に該当す

る場合でなければ許可してはならないとされています。 
また、大津町の空港周辺については都市計画区域の白地区域、西原

村については全域が都市計画区域外となっており、それぞれ 3,000 ㎡
以上、１ｈａ以上の開発行為を行う場合には知事の許可が必要となり

ます。 
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○農業振興地域の整備に関する法律の規制 
  農業振興地域の整備に関する法律では、市町村が向こう１０年間の

農地利用を考慮して農業振興地域整備計画を定めることとされ、農用

地等として利用する土地を農用地区域として設定し、農業の発展に必

要な措置が集中的に行なわれています。 

  この農用地区域内の土地において開発行為をしようとするときは、

あらかじめ知事許可を受ける必要があります。 

  また、農用地区域においては、農業以外の用に供する目的で開発行

為をすることは原則認められないため、開発行為に係る土地を市町村

が農用地区域から除外しなければ開発できません。 

  なお、除外に際しては、農業の振興を図るうえで支障がないかどう

かなど、法律に定められた要件を満たす必要があり、県の同意を必要

とします。 

○農地法の規制 

農地法では、土地の農業上の効率的な利用を図るため、その利用関

係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図る

ことなどを目的としており、農地を農地以外の目的に転用する場合は、

農地法の規定により都道府県知事（４ｈａ以下の場合）、又は農林水産

大臣（原則として４ｈａを超える場合）の許可が必要です。 

 
 (2) 景観上の課題 

阿蘇くまもと空港周辺については、上記(1)のような規制が行われていま

すが、特に空港の近くでは許可を得ずに屋外広告物が設置されたり、第２

種禁止地域で表示できる総量を超えて自家用広告物が設置されるなど景観

を阻害している施設が見受けられます。 
また、「熊本空港周辺景観形成地域」の景観形成基準では、施設周辺の緑

化等周辺の景観との調和に配慮を求めていますが、この基準に配慮されて

いない施設もあります。 
    
 (3) 景観向上に向けた取組み 

  ① 現状把握のための現地調査 

上記(2)の定性的な景観上の課題を定量的に把握するため、空港周辺の

施設について現地調査を行うこととし、本庁関係課と関係地域振興局と

合同で調査を行いました。 
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 その結果、屋外広告物について、許可を受けずに屋外広告物を設置し

ている施設が１６施設、許可は不要であるが、設置の基準に違反してい

る施設が１施設、廃業後屋外広告物がそのまま放置されている施設が２

施設等の法令違反が確認されました。 
 また、建築物、工作物、広告物について色調が統一されず、多色の使

用がなされていたり、敷地の道路と接する部分に柵等が設置されている

が、緑化がされていないなど景観への配慮が十分になされていない事例

が見受けられました。 
 
② 今後の阿蘇くまもと空港周辺の景観形成のあり方について 

阿蘇くまもと空港周辺は、本県の空の玄関口であり、景観上の位置づ

けは景観形成地域を指定した当時と変わっていないことから、今後とも

引き続き景観の保全・形成に取り組んでいく必要があると考えておりま

す。 
その際、この空港周辺地域が市街化調整区域や農用地区域であること

も考慮し、田園や樹林の保全を図りつつ、阿蘇外輪への眺望を活かす景

観形成、航空機の高い視点場からの眺望を考慮した景観形成に引き続き

取り組むこととし、雄大な熊本・阿蘇のイメージを代表する地域として

景観の保全・形成に努めていきます。 
そのため、屋外広告物関係法令に違反している施設については、その

是正に取り組むとともに、「熊本空港周辺景観形成地域」の景観形成基準

に基づき指導していきます。 
また、今後策定される「阿蘇くまもと空港地域活性化構想（仮称）」も

踏まえて、よりよい景観形成に取り組んでいきます。 
具体的には、地元住民等が行う景観作物の作付けへの支援等、景観形

成に資する取組みを推進することで、阿蘇くまもと空港周辺を空の玄関

口にふさわしい美しく品格のある景観とし、来訪者に対するおもてなし

の向上を図ります。 
 
５ 今後の展開 

 (1)  おもてなしの心での景観形成県民運動の展開 

   本県が、訪れる観光客等にとって記憶に残る観光地となり、口コミ、マ

スコミでその輪が広がっていくよう、県民挙げておもてなしの心で景観の

向上に努める景観形成県民運動を県下全域で展開し、美しく品格ある景観
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づくりを目指します。 
   この県民運動を、「美しく品格あるくまもとづくり県民運動（仮称）」と

し、熊本が誇る美しい景観を保全していくための行政の取組みと合わせて、

県民のボランティアによる景観保全・形成のための取組みを位置づけ、こ

れまで県下で行なわれてきた景観形成の様々な取組みについても、さらに

幅広い参加を求めていきます。 
 
   具体的なイメージは次のとおりです。    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美しく品格あるくまもとづくり県民運動（仮称） 

行政の取組み 行政の取組み 運動参加者の行動内容 
 

屋外広告物規制 

新幹線沿線の 

屋外広告物規制 

阿蘇くまもと 

空港周辺の景観 

対策 

 
向上 

 
保全 

○ 参加団体に感謝状を贈呈。 
 

○ 特に功績が顕著なものにつ

いて知事表彰を行なう 

○ 参加登録 

○ 活動実績を報告 

○ 県民運動のＰＲ 

○ マスコミの活用 

表彰 参加 

浸透 

運動の展開方法 

耕作放棄地対策

の実施 

農地・水・環境

保全向上対策事

業の展開 

廃棄物の適正処理 

活動団体の支援

(物資の提供や活  

動費の支援等) 

 

 

 

 

 

 

 

農地の有効利用 

景観作物の栽培等 

花いっぱい運動等 

違反広告物除却 

サポーター 

ロードクリーンボランティア 

マイリバーサポート 

緑化・環境美化活動 

  

ようこそ熊本大

作戦 

(おもてなし活動

団体への支援) 

 
不法投棄監視 

 

活動団体の支援や 

表彰等 

(物資の提供や傷害

保険への加入等) 
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  （運動参加者の行動内容） 
・「美しく品格あるくまもとづくり県民運動（仮称）」に位置づける県民の

活動を、景観の向上と保全に分けて記載しました。 

（行政の取組み） 

・運動参加者の行動内容と連携・協働して実施する行政の取組みです。 

（運動の展開方法） 

・浸透：県民運動の周知を図る取組みです。 

・参加：県民の参加時の登録や活動状況報告の仕組みづくりです。 

・表彰：参加団体に対する感謝状、表彰状の贈呈を通じた活動意欲の向上

を図るための取組みです。 

 

(2) 新幹線元年戦略への新幹線沿線田園景観形成プロジェクトの位置づけと

取組み 

   九州新幹線全線開業を間近に控え、本県では新幹線元年戦略に取り組ん

でいます。この戦略とも連携を図ることとし、同戦略の「おもてなしの展

開」の中に、景観形成県民運動の一環として、新幹線沿線に特化した景観

形成プロジェクトを位置づけることとします。 
   この新幹線沿線田園景観形成プロジェクトは、九州新幹線の全線開業を

最大限に活かすため、県民総参加により沿線の田園景観の形成に重点的に

取り組むものです。具体的には、熊本県を訪れる方々が新幹線車窓から眺

望する風景を意識して、沿線に広がる田園地帯において、土地所有者や県

民のボランティアにより、目を楽しませる作物や農地の地力の維持・増進

に役立つ作物等を利用されていない農地等で栽培する取組みを推進するも

ので、休耕地の有効活用や耕作放棄地の解消にも繋がることを目指します。 
   今後、このプロジェクトに対し県民に参加・協力してもらうため、各種

広報媒体により取組内容を周知するとともに、参加者の表彰等を通じて取

組意欲の向上に取り組んでいきます。 
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（新幹線元年戦略における位置づけと取組内容のイメージ図） 

県内各地域で展開される地域づくり

平成 21年度平成 20年度 平成 23年度～平成 22年度
新幹線元年

●新幹線元年事業
（本部）

平成 17～ 19年度

新
幹
線
く
ま
も
と
創
り

新
幹
線
元
年
戦
略

・事業実施概要策定
・実行組織構築
・1年前プレ事業実施

・事業コンセプト
検討・決定
・事業概要決定

・開催準備
・カウントダウン事業
実施

・ロゴ浸透強化
・ブランド化支援
・県外ＰＲ展開
・相互交流促進強化

・ロゴ・キャッチ
フレーズ策定
・ブランド推進、
重点ＰＲ等開始

・ブランドづくりの定着
・県外ＰＲ展開
・民間・行政レベルでの
交流活性化

・福岡都市圏での交流定住ﾌｪｱの開催
・定住ﾌｪｱの開催（大阪 他）
・ＨＰ等での定住情報の発信

・定住フェアの開
催（東京・大阪・福
岡）

●KANSAI戦略

・公共交通機関を活
用したツーリズム
レベルアップのため
のモニターツアー

・横軸交通実地
調査 モデルコースの設定

及び情報発信・ツーリズムガイ
ドライン普及啓発

●定住の促進

●横軸交通アクセス改善・ツーリズムの推進

●くまもとを知ってもらう・
・KANSAI戦略の展開
開業という環境変化を踏
まえた取組みの推進

●くまもとの魅力発信と
おもてなし
・新幹線元年事業の展開
県内各地域の特色・資源
を最大限に生かした事業
の展開

●くまもとに来て、楽しん
で、また来てもらう
・横軸交通アクセス改善・
ツーリズムの推進
・おもてなし県民運動の
展開
・定住・移住の促進

１
６
１
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
県
下
全

域
で
推
進 全線開業

に焦点を
絞った取
組みへの
重点化

全

線

開

業

連携

○民間と行
政が連携し
た推進体制
の構築

○新幹線開
業を契機とし
た地域づくり
の展開

○新幹線開
業を睨んだ
取組みの推
進

◇これまでの
成果

・地域元年事業の作り込み・開催準備
・地域事業の重
点化・概要検討

（地域）

新幹線全線開業に向けたロードマップ

・おもてなし県民運動の展開
ようこそくまもと大作戦～みんなで取り組むおもてなし～

・観光ボランティアガイドの充実強化

・観光ボランティア
ガイド体制整備

●おもてなしの展開

新幹線沿線田園景観形成プロジェクト

新幹線沿線田園景観形成プロジェクト


